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１　趣旨 

　　北海道教育委員会が任命する職員の懲戒処分等に関し、説明責任を果たす観点から公

　表を行うこととし、公表に当たり必要な事項を次のとおり定める。 

 

２　公表の対象となる懲戒処分等 

（１）地方公務員法第２９条に基づく懲戒処分 

（２）前項の懲戒処分の対象となった職員の管理監督者の監督責任に関して行う訓戒措置

　　（ただし、県費負担教職員を除く。） 

 

３　公表する事項 

（１）公表する事項（２（１）に掲げるもの） 

　　ア　懲戒処分年月日 

    イ  被処分者の職名、年齢、性別 

    ウ　被処分者が所属する学校の種別（被処分者が事務局職員の場合は、本庁、教育局

又は所管機関の別とする。）及び当該学校が所在する市町村名（被処分者が事務局

職員の場合は、所属所が所在する地域名（道南、道央、道北又は道東の別）とする。

なお、本庁の場合は地域名を省略する。） 

    エ　懲戒処分の量定 

    オ　事案の概要 

（２）公表する事項（２（２）に掲げるもの） 

　　　訓戒措置の内容及びその人数 

（３）次の各号に該当する懲戒処分については、前項各号に加え、被処分者の氏名及び被

処分者が勤務する学校名（被処分者が事務局職員の場合は、被処分者が勤務する所属

名）を公表する。 

    ア　免職処分 

    イ  重大な非違行為で社会的影響が大きいと認められる事故に係る停職処分 

 

４　公表の例外 

（１）３（１）ウに関し、学校名が特定されるおそれがある場合は、３（１）ウの市町村

名に代えて、当該学校が所在する教育局管内名又は地域名の公表とすることができる。 

（２）３（３）の懲戒処分に関し、被害者等の権利利益を侵害するおそれがある場合、又

は、児童生徒、学校及び地域への教育的な配慮が必要と判断される場合は、被処分者

の氏名及び被処分者が勤務する学校名を公表しないことができる。 

（３）３（３）各号の懲戒処分の対象となった職員の管理監督者の監督責任に関して行う

懲戒処分については、懲戒処分の量定及びその人数を公表する。 

（４）前各号を適用する場合は、公表時にその理由を明らかにするものとする。 

 

５　公表の時期 

    懲戒処分を決定した後、速やかに公表する。 

    ただし、北海道教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する教育委員会規則第３

条第１項第８号に規定する別に指定する戒告処分については前記３によらず、懲戒処分

件数のみを一定期間分まとめて公表することができる。 



 

６　公表の方法 

    報道機関等への資料の提供及び北海道教育委員会のホームページへの掲載によるもの

　とする。 

 

  　附　則 

１　この基準は、平成２６年７月１日以降に報告のあった事案に係る懲戒処分等について

　適用する。 


